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慶
長
十
年

（
一
六
〇
五
）
四
月
七
日
、
徳
川
家
康
は
征
夷
大
将
軍
の
職
を
子
の
秀

忠
に
譲
る
こ
と
を
朝
廷
に
奏
請
し
、
十
六
日
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
大
御
所
と
な
っ

た
。
大
御
所
と
し
て
、
朝
廷
の
官
職
か
ら
自
由
に
な
り
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
基
礎
固

め
を
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
は
あ
つ
た
が
、
す
で
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
、
大
坂
方

へ
の
最
後
通
牒
の
意
味
を
も
た
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

将
軍
職
は
徳
川
家
が
世
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
し
、
大
坂
城
の
豊
臣

秀
頼
に
政
権
を
戻
す
意
思
の
な
い
こ
と
を
つ
き
つ
け
る
ね
ら
い
で
あ
る
。

将
軍
職
を
譲
り
、
形
の
上
で
隠
居
の
身
と
な
っ
た
家
康
は
、
極
端
な
話
、
自
分
が

築
き
た
い
と
こ
ろ
に
城
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ま
ま
、
江
戸
城

に
い
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
し
、
新
し
く
隠
居
城
を
築
く
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
し

か
し
、
家
康
は
、
駿
府
に
城
を
築
く
こ
と
を
思
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

駿
府
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
ン」れ
ま
で
に
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

要
は
、
駿
河
国
が
、
大
井
川

・
安
倍
川

・
富
士
川
の
河
川
で
守
ら
れ
、
背
後
に
富
士

山

・
箱
根
山
を
ひ
か
え
る
要
害
の
地
で
、
そ
こ
に
築
か
れ
る
駿
府
城
が

「国
堅
国
の
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受
理
）

城
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
坂
方
と
の
戦
い
を
考
え
た
と
き
、
仮
に
、
大
坂
方
の

軍
勢
が
江
戸
に
向
け
て
攻
め
て
き
た
こ
と
を
想
定
し
た
場
合
、
駿
府
城
で
防
い
で
い

る
間
に
、
江
戸
の
将
軍
秀
忠
に
反
撃
の
態
勢
を
作
る
ね
ら
い
で
あ
つ
た
。

家
康
が
駿
府
に
隠
居
城
を
築
く
こ
と
を
公
に
し
た
の
は
翌
慶
長
十

一
年
十
月
の
こ

と
で
あ
る
が
、
『朝
野
奮
聞
哀
藁
』
所
収
の
本
多
正
信
発
給
文
書
に
よ
つ
て
、す
で
に
、

前
年
の
二
月
二
十
六
日
の
時
点
で
、
駿
河
の
海
野
爾
兵
衛
・朝
倉
六
兵
衛
ら
に
命
じ
、

築
城
の
た
め
の
材
木
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
秀
忠

へ
将
軍
職
を
譲
る
前
の

段
階
で
、
す
で
に
家
康
が
駿
府
城
築
城
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
の
駿
府
城
築
城
に
あ
た
り
、
家
康
は
は
じ
め
か
ら
天
下
普
請
を
考
え
て

い
た
。
幕
府
の
財
政
負
担
を
極
力
低
く
抑
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
外
様
大
名
に
金

を
使
わ
せ
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
つ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
手
伝
い
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
長
州
藩
の
毛
利
家
を
例
に
、
具

体
的
に
助
役
と
し
て
動
員
さ
れ
た
大
名
の
実
態
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。
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一
、
助
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
大
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

駿
府
城
築
城
に
あ
た
り
、
最
初
に
普
請
奉
行
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
三
枝
昌
吉

・

に

山
本
重
成

・
滝
川
忠
征

ｏ
佐
久
間
政
実

Ｌ
山
城
忠
久
の
五
人
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
川

勝
秀
氏
が
加
わ
り＜
、
そ
の
他
名
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
に
よ
っ
て
安
藤
正
次
が
奉
行
だ

っ

た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
「太
田
記
」
↑
大
永
慶
長
年
間
略
譜
」
載
）
に
よ
り
、
牧

助
左
衛
門
も
奉
行
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、
工
事
の
進
捗
状
況

に
よ
つ
て
、
奉
行
の
数
が
順
次
ふ
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

６

さ
て
、そ
の
助
役
大
名
で
あ
る
が
、『当
代
記
』
の
慶
長
十
二
年
正
月
十
九
日
の
記
事
に

続
け
て
、

此
比
、
駿
河
為

一一普
請

一、
越
前

・
美
濃

・
尾
張

・
三
州

・
遠
江
衆
下
る
。
上
方

衆
去
年
江
戸
普
請
に
被

レ
下
衆
、
此
度
駿
河

へ
悉
相
下
。
是
は
何
も

一
万
石
上
一

万
石
、
或
は
千
石

・
二
千
石
と
り
の
少
身
の
衆
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
は
、
越
前

・
美
濃

・
尾
張

。
三
河

ｏ
遠
江
の
五
カ
国
で
、

し
か
も
少
身
の
者
が
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
、
三

月
二
十
五
日
の
記
事
に
は
、

同
三
月
甘
五
日
、
五
百
石
之
知
行
に
壱
人
宛
人
夫
配
課
。
駿
府
普
請
と
し
て
可

二
相
下

一由
也
。
先
伏
見
江
上

二
荷
物

一、
長
持
以
下
駿
府
江
運
送
す

へ
き
由
被

二
相

触
・。
是
畿
内
五
箇
国
、
丹
波

・
備
中

・
近
江

・
伊
勢

・
美
濃
給
人
知
行
井
蔵
入

合
十
箇
国
之
人
夫
也
。

と
あ
り
、
助
役
大
名
と
し
て
動
員
さ
れ
た
範
囲
は
広
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
五
畿
内
、
す
な
わ
ち
、
山
城

・
摂
津

・
河
内

・
和
泉

・
大
和
と

丹
波

・
備
中

・
近
江

・
伊
勢

・
美
濃
、
そ
れ
に
、
さ
き
に
み
た
越
前

・
尾
張

・
三
河
・

遠
江
の
十
四
カ
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は
そ
の
十
四
カ
国
だ
け
で
は
な
く
、

『朝
野
奮
聞
哀
藁
』
に
よ
る
と
、
池
田
輝
政

（播
磨
姫
路
五
二
万
石
Ｙ
池
田
長
吉

（因

２

幡
鳥
取
六
万
石
）
・
加
藤
嘉
明

（伊
予
松
山
二
〇
万
石
）
・
毛
利
高
政

（豊
後
佐
伯
二

万
石
）
な
ど
、
中
国

・
四
国
地
方
は
も
と
よ
り
、
遠
く
九
州
の
大
名
も
合
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
長
門
萩
三
九
万
六
〇
〇
〇
石
の
毛
利
秀
就
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

な
お
、
さ
き
に
引
用
し
た

『
当
代
記
』
の
慶
長
十
二
年
三
月
二
十
五
日
の
記
事
で

は
、
「五
百
石
之
知
行
に
壱
人
宛
」
と
あ
っ
た
が
、
『徳
川
実
紀
』
の

「台
徳
院
殿
御

実
紀
」
に
は

「五
百
石
に
三
人
の
制
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
五
〇
〇
石
に
二
人
の
割

で
人
夫
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
万
石
の
大
名
だ
と
三

〇
〇
人
、
五
〇
万
石
の
大
名
だ
と
三
〇
〇
〇
人
な
の
で
、
こ
れ
は
か
な
り
重
い
負
担

で
あ
る
。

し
か
も
、
毛
利
家
の
場
合
は
、
前
年
六
月
ま
で
江
戸
城
の
天
下
普
請
に
も
助
役
大

名
と
し
て
動
員
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続
い
て
の
手
伝
い
普
請
と
な
っ
た
点
も
み
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
毛
利
輝
元
の
対
応

毛
利
秀
就
の
も
と
に
、
駿
府
手
伝
い
普
請
の
沙
汰
が
い
つ
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
現
在
、
史
料
的
に
明
ら
か
な
限
り
で
は
、
慶
長
十
二
年
四
月
十

二
日
付
の
益
田
元
祥
宛
毛
利
輝
元
書
状
が
、
毛
利
方
の
動
き
と
し
て
は

一
番
早
い
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

そ
れ
は
、
全
文
五
カ
条
か
ら
な
る
長
文
の
書
状
で
あ
る
が
、
そ
の
一
条
目

・
二
条

目
が
駿
慮
城
手
伝
い
普
請
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
駿
府
御
普
請
御
急
付
而
、
大
工
以
下
被
召
下
候
哉
、
江
戸
方
之
御
取
籠
之
醐
ニ

候
之
間
、
手
前
作
事
之
大
工
以
下
も
相
違
之
子
細
候
欺
、
無
心
元
候
、
な
に

と
そ
才
覚
専

一
候
、
大
坂
辺
之
大
工
不
居
合
分
、
妻
子
以
下
純
明
之
事
共
候

哉
、
是
程
之
被
仰
付
様
候
ま
ゝ
、
最
前
請
取
之
大
工
首
尾
相
違
候
て
ハ
と
心

も
と
な
く
候
、
左
候
と
て
も
別
段
之
短
足
も
成
ま
し
く
候
″つ
る
、
其
も
と
に
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て
の
肝
煎
な
ら
て
ハ
成
ま
し
く
候
、
様
子
追
々
可
被
申
越
候

一
伏
見
之
御
物
井
御
番
衆
已
下
迄
、
悉
駿
府
被
召
下
候
哉
、
就
夫
取
々
内
説
共

申
候
哉
、
定
而
不
実
之
儀
た
る

へ
く
候
、
趣
追
々
可
被
申
越
候

と
あ
る
よ
う
に
、
「駿
府
御
普
請
」
へ
の
助
役
が
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
あ
ら

か
じ
め
、
大
工
な
ど
の
工
匠
を
確
保
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら

に
元
就
は
、
同
日
付
で
も
う

一
通
、
同
じ
く
益
田
元
祥
に
書
状
を
し
た
た
め
て
い
る
。

自
筆
に
て
可
申
候

へ
と
も
、
少
虫
気
に
て
無
其
儀
候

態
可
申
存
之
処
、
江
戸

へ
飛
脚
遣
候
条
、
先
申
候

一
駿
河
御
普
請
被
仰
付
之
由
候
之
条
、
万
事
手
前
之
普
請
差
置
之
、
用
意
申
付

候
、
弥
手
前
調
不
相
成
候
、
千
今
無
御
触
候
、
此
実
左
右
承
度
存
計
候

一
番
匠
共
も
駿
府

へ
悉
被
召
寄
候
付
而
、
其
許
雇
之
番
匠
も
可
相
違
之
由
、
気
遣

察
申
候
、
福
越
幸
能
時
分
罷
下
候
条
、
彼
才
覚
可
在
之
と
ハ
存
候

一
材
木
手
子
之
衆
之
儀
二
付
而
被
申
越
候
つ
、
其
段
申
付
候
、
委
細
者
各
よ
り
可

申
候
、
か
し
く

卯
月
十
二
日
　
　
ル不
瑞
御
判

益
　
玄

ま
ぃ
る

こ
こ
に
は
、
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
に
関
す
る
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、
し

か
も
、
文
面
か
ら
す
る
と
、
「駿
河
御
普
請
被
仰
付
之
由
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
毛
利

家
に
も
正
式
に
助
役
の
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
宛
名
の
益
玄
は
益

田
玄
蕃
頭
の
略
で
益
田
元
祥
の
こ
と
、
文
中
の
福
越
は
福
原
越
後
守
の
略
で
福
原
広

俊
の
こ
と
で
、
と
も
に
毛
利
家
の
重
臣
で
あ
る
。
宗
瑞
と
い
う
の
は
、
輝
元
の
出
家

後
の
法
号
で
あ
り
、
以
後
、
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
に
関
し
て
は
、
隠
居
の
身
の
宗

瑞
の
名
で
さ
ま
ざ
ま
な
命
令
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

動
き
が
さ
ら
に
具
体
的
に
な
る
の
は
四
月
二
十
日
で
あ
る
。
こ
の
日
、
輝
元
は
同

じ
益
田
元
祥
に
さ
ら
に
詳
細
な
指
示
を
し
て
い
る
。

尚
々
、
駿
府
御
普
請
付
て
、
羽
　
一二
左

・
伊
達
な
と
用
意
才
覚
之
趣
立
聞

被
申
越
候
、
得
其
意
候
、
井

山
灘
匡

・
大

厘礎
肝
者
伊
豆
の
銀
山

へ
被
越

候
て
、
福
越
此
度
直
談
な
ら
す
候
故
、
伊
豆
山
の
材
木
様
子
不
相
聞
候
由

無
心
元
候
、
又
け
や
け
の
道
具
の
事
ハ
、
昨
日
出
船
申
付
候
、
日
よ
り
次

第
可
為
上
着
候
、
此
之
段
者
佐
　
長
所
よ
り
く
わ
し
く
可
申
候

駿
府
御
普
請
必
定
付
て
、
福
越
所
よ
り
到
来
之
書
状
、
其
許
飛
脚
は
や
船
に

て
被
差
下
候
、
只
今
返
事
遣
候
之
間
、
越
後
所
へ
可
被
相
届
候
、
多
分
此
節

者
伏
見
迄
可
罷
上
紙
面
候

一
右
之
御
普
請
之
儀
、
今
度
作
事
に
取
籠
、
更
以
不
能
校
量
候
、
然
共
此
御
普

請
者
公
儀
向
之
事
に
て
候
、
作
事
之
事
者
、
且
者
内
儀
に
て
之
調
候
ま
ゝ
、
縦

不
足
の
事
候
共
、
先
以
諸
家
並
の
役
儀
者
申
付
候
ハ
て
不
叶
候
、
分
別
前
に
候

一
江
戸
に
置
候
三
百
人
余
の
人
数
の
事
、
福
越
所
よ
り
申
越
候
ハ
、
先
駿
府

ヘ

引
候
て
、
越
中
納
言
様
よ
り
御
引
渡
之
町
場

ｏ
こ
や
な
と
を
も
う
け
取
、
番

を
も
申
付
、
大
石
を
ほ
ら
せ
、
く
り
石
を
も
手
よ
り
可
然
時
と
ら
せ
置
候
者
、

一
方
来
秋
之
た
よ
り
に
可
罷
成
候
よ
し
申
越
、尤
之
儀
候
ま
ゝ
、其
分
に
五
左
所

へ
も
申
遣
候
間
、
御
方
よ
り
同
前
に
可
被
申
候
、
左
候
て
江
戸
二
而
家
作
之
人

つ
か
い
に
は
、
山
越
を
や
と
い
可
申
付
迄
に
候
、
ユ則
後
造
佐
同
前
と
候
て
も
、

公
儀
・内
儀
之
仕
わ
け
如
此
候
ハ
ね
者
、
ら
ち
不
明
候
ま
ゝ
、
幾
よ
り
も
此
分

に
存
候
、
よ
く
ノ
ヽ
手
向
を
し
ら

へ
候

ハ
て
ハ
、
越
後
所
よ
り
申
ま
し
く
候
、

可
有
其
心
得
候

一
石
き
り
の
儀
、
ミ
か
け
之
も
の
を
や
と
い
候
て
差
下
可
然
之
由
、
越
後
申
越

候
、
定
面
頭
ま

ハ
し
仕
候
も
の
一
両
人
之
儀
た
る
へ
く
候
、
其
許
ま
せ
事
之
や

う
に
候

へ
と
も
、
一
人
ミ
か
け

へ
差
遣
候
て
有
之
事
候
者
、
や
と
い
候
て

一
両

日
中
二
佐
々
　
又
右
駿
府

へ
さ
し
く
た
し
候
ま
ゝ
、
同
前
に
さ
し
く
た
し
度

候
「去
年
之
御
普
請
ほ
と
に
候

へ
者
当
家
の
も
の
と
も
も
石
を
は
め
形
こ
な
し

候
ま
ゝ
、
入
ま
し
き
儀
二
候

へ
と
も
、
諸
家
に
ミ
か
け
の
も
の
や
と
ハ
れ
候

て
、き
ら
を
被
仕
候
二
、
手
筈
相
違
候
て
見
く
る
し
き
な
と
ゝ
候

へ
者
い
か
ゝ
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に
候
ま
ゝ
、
右
之
分
申
事
候

一
曽
四
郎
兵

へ
昨
日
下
着
候
、
其
許
作
事
之
様
子
物
か
た
り
仕
候
、
大
篇
之
調

即
時
に
被
申
付
の
よ
し
祝
着
候
、
最
前
如
申
候
、
か
や
う
の
出
入
を
も
切
々

可
申
候
を
、
近
日
ち
と
虫
気
之
心
さ
し
出
候
て
、
書
状
な
と
か
き
候
事
ひ
か

へ
候
、
万
事
祝
言
ハ
日
限
定
候
ま
ゝ
、
弥
か
や
う
の
御
役
儀
取
ま
せ
、
事
不

行
事
候
と
も
、
愛
許
往
返
之
問
合

二
も
不
及
引
取
、
気
遣
頼
入
申
候
、
銀
子

方
の
事
者
最
前
申
候
こ
と
く
、
佐
　
長
と
可
有
談
合
候
、
適
々
大
篇
之
事
共
か

さ
な
り
候
者
、
校
量
も
は
つ
れ
候
事
た
る
へ
く
候

へ
と
も
、
可
成
所
迄
か
い
ふ

ん
可
申
付
候
、
無
退
屈
肝
煎
肝
要
候

一
伏
見
御
物
御
番
衆
以
下
、
駿
府

へ
め
し
く
た
さ
れ
、
又
大
坂
辺
之
風
説
之
趣

を
も
度
々
被
申
越
候
、
得
其
意
候
、
如
紙
面
為
何
事
も
有
ま
し
く
候
、
何
も

め
つ
ら
し
き
儀
候
者
追
々
可
被
申
候
、
広
家
事
も
駿
府
被
罷
下
候
ハ
て
ハ
と
存

候
、
や
か
て
佐
々
又
右
差
上
せ
候
ま
ゝ
、
委
細
可
申
候
、
か
し
く

卯
月
甘
日
　
　
ル不
瑞
御
判

益
　
玄

ま
ぃ
る

こ
の
時
期
、
輝
元
は
伏
見
に
い
た
。
江
戸
の
福
原
広
俊
か
ら
の
書
面
で
、
輝
元
も

「駿
府
御
普
請
必
定
」
と
判
断
し
、
益
田
元
祥
に
、
職
人
の
確
保
、
資
材
の
準
備
に

か
か
ら
せ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
石
切
職
人
の
確
保
で
、
御
影
石
の
産
地
で
あ

る
御
影
の
石
工
を
雇
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
追
而
書
の
部
分
も
興
味
深
い
。
江
戸
か
ら
の
情
報
で
、
池
田
輝

政
や
伊
達
政
宗
ら
が

「駿
府
御
普
請
」
の
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

輝
元
自
身
、
相
当
、
焦
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

慶
長
十
二
年
は
四
月
の
つ
ぎ
に
聞
四
月
が
入
る
「
そ
の
間
四
月
八
日
、
輝
元
は
、

四
月
二
十
日
付
益
田
元
祥
宛
長
文
の
書
状
に
も

「佐
々
又
右
」
と
し
て
名
前
の
出
た

佐
々
部
又
右
衛
門
元
茂
に
、
駿
府
城
手
伝
い
普
請
に
用
い
る
道
具
類
の
準
備
に
か
か

り

ら
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

猶
々
、
普
請
道
具
調
之
事
、
少
も
緩
て
ハ
不
可
然
候
、
其
段
不
及
申
遣
候
、

や
か
て
五
月
中
旬
よ
リ
ハ
普
請
之
も
の
差
下
候
、
可
得
其
心
候
、
以
上

其
方
事
、
定
而
頓
駿
府
可
被
着
候
、
普
請
道
具
之
事
調
い
か
ゝ
候
哉
、
可
申
越
候
、

各
用
意
之
鉢
可
聞
合
事
簡
要
候
「
右
之
趣
可
注
進
候
、
委
細
従
各
所
可
申
聞
候
、

か
し
く

（毛
利
輝
元
）

潤
卯
月
八
日
　
　
（花
押
）

佐
々
　
又
右

と
あ
る
よ
う
に
、
佐
々
部
元
茂
を
い
ち
早
く
駿
府
に
向
か
わ
せ
、
普
請
道
具
の
準
備

に
か
か
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
か
ら
、
普
請
人
足
本
隊
は
五
月
中

旬
に
駿
府
に
到
着
す
る
計
画
だ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
動
き
は
急
で
、
翌
閏
四
月
九
日
に
は
、
桂
元
信
と
児
玉
元
昌

に
、
人
数
を
召
連
れ
て
駿
府
に
向
か
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。

駿
府
普
請
之
儀
、
福
　
越
後
申
聞
候
故
、
人
数
召
連
候
て
罷
越
之
由
、
辛
労
祝

着
候
、
追
々
趣
可
申
聞
候
、
弥
心
遣
肝
要
候
、
か
し
く

宗
瑞
様

閏
四
月
九
日
　
　
御
判

桂
九
郎
右
衛
門
と
の
ヘ

児
玉
与
右
衛
門
と
の
ヘ

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
閏
四
月
十
日
、
輝
元
か
ら

「覚
」
と

「駿
府
御
普
請
付
而
申
聞

条
々
」
が
発
せ
ら
れ
、
手
伝
い
普
請
が

一
気
に
本
格
化
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「覚
」

ま
、

覚

一
壱
組
人
数
三
百
弐
拾
人
余
に
相
定
候
事

付
、
六
月
朔
日
よ
り
御
普
請
相
始
候
間
、
駿
府
着
、
五
月
甘
日
か
き
り
に

可
罷
着
之
事
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一
自
身
遣
候
も
の
百
石
に
弐
人
、
自
身
不
遣
之
も
の
百
石

二
三
人
、
定
衆
百
石

二
壱
人
半
之
配
に
申
付
候
事

付
、
駿
府

へ
之
人
数
、
と
し
よ
り

・
わ
ら
ハ
ヘ
禁
制
之
事

一
車

一
組
に
三
領
宛
之
事

付
、
車
之
儀
者
先
様
に
て
調
置
候
間
、
出
銀
に
て
可
相
調
之
事

付
、
綱

・
石
割
道
具

・
く
さ
り
之
事

一
壱
組
よ
り
鍛
治
弐
人
宛
之
事

付
、
く
ろ
か
ね
之
事

一
鍬

・
か
な
は
う

・
鶴
の
は
し

・
つ
き
鍬
、
壱
組
よ
り
百
人
分
宛
用
意
可
仕
事

一
壱
人
別
銀
子
五
拾
目
宛
、
其
も
の
手
判
に
て
、
於
愛
元
普
請
奉
行
二
相
渡
、
先

様
に
て
請
取
、
役
儀
可
相
調
之
候
、
右
之
外
弐
拾
目
は
、　
一
人
別
普
請
之
も

の
に
持
せ
可
差
上
之
事

一
弐
百
石
よ
り
上
、
自
身
不
遣
も
の
、
百
石
二
銀
子
壱
枚
宛
可
差
出
之
事

付
、
右
之
銀
子
、
い
つ
れ
も
今
月
廿
日
・廿

一
日
両
日
を
限
二
、
前
原
休
閑
・

木
原
二
郎
兵
衛
二
可
相
渡
之
事

一
自
身
罷
上
候
も
の
、
弐
百
石
よ
り
馬
可
差
上
之
事

付
、
二
三
百
石
よ
り
人
数
つ
れ
次
第
、
扶
持
方

・
馬
の
は
ミ
可
遣
之
候
、

自
然
馬
人
共
に
役
二
不
立
や
う
に
仕
候
ハ
ヽ
、
追
而
聞
付
、
理
可
申
聞
之

事

一
去
年
つ
か
ハ
し
候
も
の
、
又
此
度
差
上
候
も
の
に
ハ
、
心
を
付
可
遣
之
事

一
右
之
役
目
可
相
調
之
段
、　
一
通
之
事

付
、
不
相
成
者
は
只
今
理
之
事

以
上

（慶
長
十
二
年
）　
　
　
（毛
利
輝
元
）

壬
卯
月
十
日
　
　
（黒
印
）

福
原
越
後
守
と
の
ヘ

井
原
四
郎
右
衛
門
尉
と
の
ヘ

と
あ
り
、
具
体
的
な
組
織
編
成
や
持
道
具
の
こ
と
な
ど
が
こ
ま
か
く
規
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
毛
利
家
の
丁
場
で
は
、
六
月

一
日
を
も
つ
て
普
請
開
始
の
予

定
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「と
し
よ
り
・わ
ら

ハ
ヘ
禁
制
之
事
」
と
あ
り
、
石
高
で

決
め
ら
れ
た
人
数
を
た
だ
出
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
実
際
に
重
労
働
に
耐
え
ら
れ

る
成
人
男
子
の
徴
発
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
「駿
府
御
普
請
付
而
申
聞
条
々
」
の
方
は
、
服
務
規
定
と
い
っ
た
性
格

の
も
の
で
、
全
文
十

一
カ
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

駿
府
御
普
請
付
而
申
聞
条
々

一
諸
法
度
之
儀
者
、
公
儀
御
下
知
次
第
可
存
其
旨
事
　
　
　
　
　
　
　
．

一
他
所
衆
与
申
分
有
之
時
者
、
批
判
次
第
可
相
澄
候
、
人
を
不
失
落
着
仕
候
者
、

其
後
此
方
之
も
の
を
は
曲
事
に
可
申
付
事

一
家
中
之
喧
嘩
之
儀
者
、
不
論
理
非
、　
一
結
に
可
申
付
事
　
　
　
　
　
・

一
町
場

へ
罷
出
候
事
、
朝
は
六
ツ
以
前
、
晩
は
六
ツ
時
可
罷
帰
事

一
自
身
町
場

へ
罷
出
候
事
、
露
顕
仕
た
る
病
気
な
ら
は
、
検
使
ヲ
遣
見
届
、
罷

出
候
事
可
有
宥
免
事
、
於
虚
病
者
、
為
過
怠
百
石
に
壱
人
充
普
請
夫
可
出
事

一
此
度
為
普
請
差
遣
候
も
の
、
不
寄
高
下
役
儀
心
か
け
候
て
仕
候
者
、
又
緩
仕

候
も
の
、
無
用
捨
可
令
注
進
候
、
其
上
を
以
褒
貶
可
有
之
候
、
右
之
次
第
両

人
於
用
捨
者
、
不
可
有
曲
事

一
他
家
之
衆
与
よ
り
合

一
切
停
止
之
事

一
善
悪
共
に
世
間
之
沙
汰
仕
間
敷
事

一
相
撲
夜
あ
る
き
停
止
之
事

一
傍
輩
中
振
舞
な
と
に
不
入
造
作
仕
間
敷
事

付
、
普
請
場
二
て
よ
り
合
弁
当
振
舞
停
止
事

一
右
之
外
、
福
　
越

・
井
　
四
郎
右
申
次
第
可
相
調
候
、
自
然
難
渋
之
も
の
於

有
之
者
、
愛
許
不
及
相
伺
、
成
敗
可
申
付
之
由
堅
申
聞
候
事

５
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以
上

（毛
利
輝
元
）

慶
長
拾
弐
年
壬
卯
月
十
日
　
　
（黒
印
）

福
原
越
後
守
と
の
ヘ

井
原
四
郎
右
衛
門
尉
と
の
ヘ

と
い
う
も
の
で
、
文
中
、
「他
所
衆
」
と
か

「他
家
之
衆
」
と
み
え
る
あ
た
り
に
手
伝

い
普
請
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
大
名
家
か
ら
も
同
じ
よ
う
に
人

夫
が
大
量
に
動
員
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
腐
心
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
に

「町
場
」
と
あ
る
の
は
丁
場
、
す
な
わ
ち
、
分
担
さ
れ
た
工
事
の
持
場
の

こ
と
で
、
朝
は
六
ツ

（午
前
六
時
）
か
ら
、
晩
の
六
ツ

（午
後
六
時
）
ま
で
、
十
二

時
間
の
労
働
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
こ
の
き
び
し
い
長
時
間
労
働
の
せ
い
で
、

駿
府
城
の
普
請
現
場
で
は
、
鳥
目
の
者
が
続
出
す
る
と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
．た
。

『
当
代
記
』
の
慶
長
十
二
年
六
月
十
四
日
の
条
に
、

駿
府
江
戸
普
請
干

レ今
緊
き
事
不

レ
斜
。
下
々
の
者
共
、
及

二
晩
に

一は
、　
一
円
眼

不
レ
見
と
云
々
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
、
普
請
の
進
捗
状
況

駿
府
城
手
伝
い
普
請
の
毛
利
家
の
丁
場
で
は
、
予
定
通
り
、
六
月

一
日
か
ら
工
事

に
と
り
か
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
駿
府
城
関
係
の
史
料
、
毛
利
家
関
係
の
史
料

に
も
そ
の
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
は
な
い
が
、
逆
に
、
工
事
開
始
日
が
延
び
た
こ
と

を
記
し
た
史
料
も
な
い
の
で
、
六
月

一
日
に
は
じ
ま
つ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

ンηノ。そ
の
後
、
輝
元
文
書
で
、
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
に
言
及
し
た
文
書
は
し
ば
ら
く

６

見
え
な
く
な
る
。
輝
元
と
し
て
は
い
「覚
」
と

「駿
府
御
普
請
付
而
申
聞
条
々
」
通
り

に
履
行
さ
れ
、
現
場
で
担
当
者
の
差
配
に
ま
か
せ
る
と
い
ぅ
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

工
事
が
ま
だ
は
じ
ま
ら
な
い
段
階
で
、
現
場
か
ら
、
現
場
監
督
と
も
よ
ぶ
べ
き
物

頭
を
増
員
す
る
よ
う
輝
元
に
要
請
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
輝
元
は
、
新
た
に
志

道
五
郎
左
衛
門
元
幸
を
物
頭
と
し
て
下
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
つ
ぎ
の
輝
元
書
状
で

あ
る
。其

方
之
儀
「
今
度
当
郡
普
請
衆
為
物
頭
自
身
指
上
候
条
、
早
々
罷
出
、
来
十
日

在
上
着
、
福
　
越
相
談
候
而
町
場
被
請
取
候
、
林
志
摩
同
前
物
頭
二
申
付
候
間
、

諸
事
可
相
談
候
、
代
衆
之
事
者
以
注
文
申
候
、
委
細
両
三
人
可
相
達
候
、
法
度
書

以
下
者
福
越
所
迄
指
上
候
間
、
彼
方
可
申
渡
候
、
万
事
此

一
手
之
事
其
方
井
林
志

摩
下
知
次
第
可
仕
之
由
申
聞
候
条
、
無
慢
外
聞
よ
き
や
う
二
気
遣
肝
要
候
、
人
数

之
儀
ハ
甘
五
日
伏
見
上
着
候
べ
と
堅
申
付
候
、
其
内
可
有
上
国
事
専

一
候
、
か

し
く

宗
瑞
公

五
月
七
日
　
　
御
判

志
道
五
郎
左
衛
門
と
の
ヘ

た
だ
、
こ
こ
に
は
「
「当
郡
普
請
」
と
あ
り
、
ま
た
、
文
中
、
駿
府
城
と
い
う
言
葉

が
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、
私
は
、
は
じ
め
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
の
文
書
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「毛
利
三
代
実
録
」
巻
之
四
十
二
に
、

「公
書
ヲ
志
道

五
郎
左
衛
門
元
幸
二
賜
ヒ
、
土
木
助
役
ノ
物
頭
ヲ
命
シ
、
本
月
甘
五
日
ヲ
以
テ
発
シ
テ

駿
府
二
至
り
林
志
摩
守
卜
同
シ
ク
エ
事
ヲ
董
督
セ
シ
ム
」
と
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
の

文
書
で
志
道
元
幸
が
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
志
道
元
幸
が
、
こ
の
段
階
で
新
た
に
物
頭
役
と
し
て
加
わ
っ

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

で
は
、
こ
の
と
き
、
毛
利
家
が
分
担
し
た
丁
場
は
駿
府
城
の
ど
の
あ
た
り
だ
っ
た
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の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
御
所
家
康
の
隠
居
城
と
し
て
築
か
れ
た
慶
長
期

の
駿
府
城
は
、
左
に
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
本
丸

・
二
の
丸

・
三
の
丸
の
三
つ
の
曲

輪
か
ら
な
り
、
本
丸
の
ま
わ
り
を
二
の
丸
が
取
り
か
こ
み
、
そ
の
二
の
丸
を
さ
ら
に

三
の
丸
が
取
り
か
こ
む
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
輪
郭
式
の
縄
張
り
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
あ
と
、
同
じ
よ
う
に
天
下
普
請
と
し
て
手
伝
い
普
請
が
あ
つ
た
名
古
屋
城
の

場
合
に
は
、
丁
場
割
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ど
こ
を
ど
の
大
名
が
分
担
し
た
か

が
わ
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
駿
府
城
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
絵
図
も
残
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
毛
利
家
の
関
係
史
料
に
も
、
駿
府
城
の
ど
の
部
分
を
丁
場
と
し
て

引
き
請
け
た
か
の
記
載
は
な
ぐ
、
文
献
史
料
か
ら
追
い
か
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
わ
ず
か
に
、
六
月
二
十
八
日
付
の
志
道
元
幸
宛
輝
元
書
状
に
よ
り
、
Ｊ
一之
曲
輪

御
普
請
」
云
々
と
あ
る
の
で
、
二
の
丸
を
分
担
し
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。

」
か
し
、
全
く
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
駿
府
城
の
石
垣
に
は

刻
印
が
あ
り
、
そ
の
刻
印
を
手
が
か
り
に
、
毛
利
家
の
丁
場
の
位
置
を
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

小
野
田
護
氏
の
研
究
に
よ
つ
て
、
毛
利
家
が
使

っ
た
刻
印
に
０
と
百
の
二
つ
が
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
′す
は
雁
紋
で
あ
り
、
ひ
は
毛
利
家
の
家
紋
で
あ

る

一
文
字
三
星
紋
の
簡
略
形
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
刻
印
が
確
認
さ
れ
る
場
所

は
毛
利
家
の
丁
場
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

小
野
田
氏
の
発
見
場
所
を
さ
き
の
図
の
上
に
示
し
て
み
た
が
、
ど
う
や
ら
毛
利
家

は
二
の
丸
と
二
の
丸
の
間
の
堀

（中
堀
）
と
石
垣
を
分
担
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
ニ
カ
所
の
間
に
、
他
の
刻
印
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
部
を
毛
利
家
が

ま
と
め
て
請
け
負
っ
て
い
た
よ
う
で
は
な
い
。
前
述
し
た
名
古
屋
城
の
丁
場
割
の
図

で
も
、
丁
場
が
か
な
り
細
分
化
さ
れ
い
大
名
が
た
と
え
ば
、
二
の
丸
の
東
面
を

一
括

し
て
請
け
負
う
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
、
駿
府
城
の
刻
印
の
残
り

具
合
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
二
の
丸
の
南
側
の
面
と
西
側
の
面
の
石
垣
を
ま
と
め
て
積

ん
だ
方
が
効
率
的
な
は
ず
で
あ
る
。
あ
え
て
、
そ
れ
を
し
て
い
な
い
こ
と
の
理
由
に

つ
い
て
は
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
丁
場
が
入
り
組
む
こ
と
が
事
前
に
わ
か
つ
て
い
た
た
め
、
輝
元
は
前
述

の
間
四
月
十
日
付
の

「駿
府
御
普
請
付
而
申
聞
条
々
」
で
、
「他
家
之
衆
」
と
の
ト
ラ

ブ
ル
が
お
き
な
い
よ
う
、
念
を
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

工
事
は
文
字
通
り
の
突
貫
工
事
で
進
め
ら
れ
た
。
毛
利
家
の
例
で
は
な
い
が
、
加

賀
藩
前
田
家
で
は
、
あ
ま
り
に
酷
使
さ
れ
る
の
に
耐
え
か
ね
、
人
夫
が
逃
亡
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
も
お
き
て
い
る
。
朝
六
時
か
ら
夕
方
六
時
ま
で
働
か
さ
れ
た
わ
け
で
、

工
事
は
進
捗
し
て
も
、
人
夫
た
ち
の
身
体
は
極
限
状
態
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

工
事
は
、
そ
う
し
た
人
夫
の
犠
牲
の
上
に
順
調
に
進
め
ら
れ
、
あ
る
程
度
で
き
あ

が
り
、
物
頭
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
志
道
元
幸
に
対
し
、
輝
元
か
ら
帷
子
が
褒
美
と
し
て

７
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小和田 哲 男

贈
ら
れ
て
い
る
。
六
月
三
十
日
付
の
輝
元
の
書
状
を
つ
ぎ
に
あ
げ
て
お
く
。

一
書
申
遣
候
、
其
元
御
普
請
日
夜
肝
煎
辛
労
之
通
具
聞
届
候
、
其
故
御
普
請
も

相
調
由
安
堵
候
、
弥
福
越
後

・
井
四
郎
右
相
談
、
由
断
有
間
敷
事
肝
要
候
、

働
帷
子
一一遣
候
、
委
細
渡
辺
太
郎
左
衛
門
可
申
候
、
か
し
く

宗
瑞
公

六
月
丹
日
　
　
御
判

志
五
郎
左

「御
普
請
も
相
調
由
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
か
な
り
完
成
に
近
づ

い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
輝
元
も
、
物
頭
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
働
く
人
夫
た
ち
の

「日
夜
」
の

「幸
労
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

毛
利
家
が
分
担
し
た
二
の
丸
の
工
事
は
七
月
に
大
体
終
っ
た
ら
し
い
。
七
月
十
四

日
付
益
田
元
祥
宛
輝
元
書
状
に
、

一
駿
府
御
普
請
も
は
や
相
調
候
て
、
各
隙
明
候
よ
し
太
慶
候

と
あ
る
。
し
か
し
、
駿
府
城
の
工
事
は
さ
ら
に
三
の
丸
の
工
事

へ
と
進
ん
で
お
り
、

毛
利
家
も
、
そ
の
三
の
丸
の
工
事
に
動
員
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の

ま
ま
駿
府
に
待
機
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

輝
元
は
、
三
の
丸
の
工
事
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
幸

い
、
三
の
丸
の
工
事
は
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
八
月
三
日
付
の
益
田
元
祥
宛

輝
元
書
状
に
、

一
如
仰
駿
府
御
普
請
之
儀
も
無
緩
之
由
候
、
三
之
丸
之
御
普
請
者
此
度
者
不
被
仰

付
之
由
候
間
、
や
か
て
可
明
隙
と
可
然
候

と
あ
る
よ
う
に
、
三
の
丸
の
普
請
が
命
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
輝
元
も
安

堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

十
月
四
日
、
毛
利
秀
就
に
対
し
、
徳
川
家
康
か
ら
御
内
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

今
度
駿
府
普
請
付
而
、
其
方
入
念
堅
申
付
故
、
差
越
候
者
共
入
精
、
早
速
出
来
、

８

感
悦
思
食
候
也

（慶
長
十
二
年
）　
　
　
（徳
川
家
康
）

十
月
四
日

　

　

（黒
印
）

毛
利
藤
七
郎
と
の
ヘ

と
い
う
短
い
も
の
で
あ
る
。
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
に
対
す
る
慰
労
の
言
葉
が
み
え

る
の
で
、
毛
利
家
の
助
役
は
こ
れ
で

一
段
落
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
そ

の
後
、
人
夫
た
ち
は
帰
国
の
途
に
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
、
慶
長
十
三
年
の
再
築
と
毛
利
家

本
来
な
ら
、
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
と
し
て
の
毛
利
家
の
助
役
は
こ
れ
で
終
る
は

ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
二
日
、
奥
女
中
の
火
の
不
始
末
か

ら
、
で
き
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
城
内
の
建
物
が
す
べ
て
焼
失
す
る
と
い
う
事
態
と
な

っ
た
。

駿
府
城
の
火
事
の
模
様
は
、
飛
脚
の
通
報
で
早
く
も
二
十
五
日
に
は
伏
見
の
輝
元

の
耳
に
も
達
し
て
い
た
。
輝
元
は
、
ま
だ
駿
府
に
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
物
頭
役

の
志
道
元
幸
に
書
状
を
出
し
、
そ
の
後
の
善
後
策
を
児
玉
元
兼
と
相
談
す
る
よ
う
指

示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
つ
ぎ
の
文
書
で
あ
る
。

其
元
御
城
火
事
之
儀
付
而
、
両
人
迄
飛
脚
差
越
之
通
承
知
候
、
早
々
念
を
入
申
越

候
段
祝
着
候
、
為
歳
暮
之
使
罷
下
候
由
辛
労
候
、
委
細
若
狭
所
迄
可
申
候
、
謹

言

秀
就
公

十
二
月
甘
五
日
　
　
御
判

志
道
五
郎
左

し
か
し
、
火
災
直
後
の
段
階
で
は
、
幕
府
の
方
か
ら
何
も
い
っ
て
き
て
は
お
ら
ず
、

毛
利
家
と
し
て
も
特
に
対
策
を
講
じ
て
い
た
気
配
は
み
ら
れ
な
い
。
よ
う
や
く
、
年
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が
明
け
て
慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）

一
月
十
五
日
に
な
り
、
幕
府
の
普
請
奉
行
か

ら
指
示
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

急
度
申
入
候
、
働
二
之
丸
堀
、
当
年
五
月
初
時
分
オ
千
石
夫
二
て
御
ほ
ら
せ
可
被

成
之
旨
、
最
前
申
触
候

へ
共
、
今
度
駿
府
御
火
事
二
付
而
、
御
普
請
殊
外
御
急
依

被
成
、
右
之
千
石
夫
御
や
と
い
被
成
、
自
余
之
御
普
請
先
可
被
仰
付
之
旨
、
御

謎
二
候
間
、
其
御
心
得
被
成
、
片
時
も
御
急
御
人
足
御
指
下
尤
二
存
候
、
為
其
如

此
二
候
、
恐
怪
謹
言

正
月
十
五
日
　
　
　
　
　
山
本
新
五
左
衛
門

滝
川
豊
前

佐
久
間
河
内
守

山
代
宮
内

佐
藤
駿
河

牧
助
右
衛
門

（議

）

毛
利
藤
七
様人

々
御
中

と
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
当
初
の
予
定
で
も
、
当
年
、
す
な
わ
ち
慶
長
十
三
年
五

月
の
は
じ
め
か
ら
二
の
丸
の
堀
の
工
事
に
毛
利
家
が
助
役
と
し
て
動
員
さ
れ
る
手
は

ず
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「千
石
夫
二
て
」
と
い
う
の
は
、　
一
〇
〇
〇
石
に
つ
き

一

人
の
人
夫
を
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
不
慮
の
火
災
に
よ
つ
て
、

大
急
ぎ
で
人
夫
を
指
し
下
す
よ
う
に
と
、
命
令
が
変
更
と
な
っ
た
。

そ
れ
を
う
け
て
二
月
十
二
日
、
輝
元
は

「定
」
二
通
を
発
し
、
具
体
的
な
指
示
を

行
っ
て
い
る
。
ま
ず

一
通
の

「定
」
は
、

定

一
普
請
之
も
の
、
三
月
五
日
駿
府
可
罷
着
之
由
申
聞
せ
候
之
間
、
遅
参
之
も
の

ハ
日
数
次
第
人
数
に
引
合
、
不
足
之
日
数
可
召
遣
事

一
百
五
拾
石
に
壱
人
宛
相
定
候
事

一
去
年
駿
府

へ
自
身
罷
越
も
の
ゝ
役
日
、
弐
百
石
に
壱
人
宛
之
事

一
今
度
差
上
せ
候
自
身
の
者
、
役
儀
之
人
数
は
差
置
候
、
俄
差
上
せ
候
と
申
、

於
先
様
組
之
事
肝
煎
申
付
に
付
而
、
右
之
分
二
候
之
条
、
此
度
計
之
事

付
、
於
先
様
人
数
入
事
候
ハ
ヽ
、
分
際
に
可
遂
馳
走
之
事

一
自
身
之
も
の
召
連
候
人
数
相
究
候
て
、
有
別
扶
持
方
可
遣
之
事

一
弐
百
石
持
に
は
馬
之
は
ミ
遣
候
事

一
俄
差
遣
儀
候
条
、
普
請
之
も
の
堪
忍
分
之
儀
、
先
々
銀
子
取
替
候
而
、
去
年
下

行
仕
候
様
に
可
申
付
候
、
銀
子
調
之
儀
者
、
去
年
之
辻
を
以
、
愛
元
に
て
可
請

取
之
事以

上

慶
長
拾
三
　
　
　
　

（毛
利
輝
元
）

二
月
十
二
日
　
　
（花
押
）

井
原
四
郎
右
衛
門
尉
と
の
ヘ

と
い
う
も
の
で
、
三
月
五
日
ま
で
に
駿
府
に
到
着
す
る
よ
う
に
と
か
、　
一
五
〇
石
に

つ
き

一
人
ず
つ
人
夫
を
出
す
よ
う
に
と
い
つ
た
具
体
的
な
手
順
に
つ
い
て
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

⑩

も
う

一
通
の

「定
」
は
、

定

一
諸
法
度
之
儀
者
、
公
儀
御
下
知
次
第
可
存
其
旨
之
事

一
他
所
衆
と
申
分
有
之
時
者
、
批
判
次
第
可
相
澄
候
、
人
を
う
し
な
ハ
す
落
着
仕

候
者
、
其
後
此
方
之
も
の
を
ハ
曲
事
に
可
申
付
之
事

一
家
中
之
喧
嘩
之
儀
者
、
不
論
理
非

一
結
に
可
申
付
事

一
町
場

へ
罷
出
候
事
、
井
晩
日
普
請
あ
け
候
事

ハ
、
他
所
之
衆
見
合
可
申
付
候

間
、
其
旨
を
無
油
断
内
々
可
申
聞
之
事

一
科
料
之
儀
者
、
如
去
年
可
申
付
之
事

一
病
人
之
儀
、
能
々
撰
作
可
申
付
之
事

９
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付
、
出
人
被
召
遣
時
者
、
病
人
を
も
日
料
を
以
可
相
勤
之
事

走
も
の
死
人
之
儀
者
、
其
組
中
と
し
て
役
儀
仕
ふ
さ
き
候
事

善
悪
と
も
に
世
間
之
沙
汰
仕
ま
し
き
事

相
撲

・
夜
あ
る
き
停
止
之
事

右
之
外
何
篇
申
付
儀
難
渋
之
も
の
有
之
者
此
方

へ
不
被
注
進
、曲
事
に
可
申
付

事
以
上

慶
長
拾
三
　
　
　
　
　
（毛
利
輝
元
）

二
月
十
二
日
　
　
（花
押
）

井
原
四
郎
右
衛
門
尉
と
の
ヘ

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
方
は
、
一則
年
の
慶
長
十
二
年
間
四
月
十
日
付
で
出
さ
れ
た

「駿

府
御
普
請
付
而
申
聞
条
々
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
服
務
規
定
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。

毛
利
家
に
と
つ
て
の
第
二
期
工
事
と
も
い
う
べ
き
慶
長
十
三
年
の
再
築
工
事
は
、

火
災
で
焼
失
し
た
建
物
の
作
事
が
中
心
だ
っ
た
た
め
、
手
伝
い
普
請
の
規
模
は
小
さ

く
、
そ
の
た
め
、
輝
元
本
人
か
ら
の
指
示
は
第

一
期
工
事
に
く
ら
べ
る
と
激
減
し
て

い
る
。
や
や
注
目
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
児
玉
元
兼

・
同
景
唯
の
連
署
書
状
く
ら
い

な
も
の
で
あ
る
。

尚
々
秀
頼
様
御
疱
療
被
遊
付
而
、
為
御
使
直
様
被
進
候
、
委
細
直
二
可
被
申
上

之
候
、
以
上

児
玉
与
右
衛
門
方
被
差
上
候
、
御
番
中
無
緩
所
勤
候
、
殊
二
駿
府
御
普
請
肝
煎
、

其
外
方
々
御
使
以
下
被
仰
付
候
、
打
続
幸
労
被
仕
候
、
宿
所
江
茂
御
成
候
而
御
振

舞
被
申
上
、
御
脇
差
念
入
之
進
上
之
候
、
於
其
元
能
々
被
成
御
披
露
被
加
御
意

候
様
二
尤
存
候
、
恐
怪
謹
言児

玉
若
狭
守

三
月
七
日
　
　
　
　
　
一九
兼

児
玉
五
左
衛
門

０

・　
　
　
　
景
唯

広
俊
様

榎
　
中
太
様

佐
　
長
門
様人

々
御
中

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一二
月
七
日
の
時
点
で
、
駿
府
城
の
手
伝
い
普
請
が
、
「打
続
辛
労
」

を
と
も
な
っ
て
進
行
中
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

毛
利
家
が
分
担
し
た
二
の
丸
の
堀
の
工
事
が

一
応
終
了
し
た
の
は
六
月
で
ぁ
っ
た
。

そ
れ
は
、
六
月
十
八
日
付
の
椙
杜
元
縁
宛
輝
元
の
書
状
に
、

一
其
元
御
普
請
之
儀
、
堀

一
と
を
リ
ハ
定
而
は
や
可
相
調
候
、
此
後
何
程
之
御
普

請
共
に
て
候
哉
、
取
沙
汰
之
趣
可
申
越
候
、
万
事
井

元
畔
郎
右
相
談
旨
儀
可

然
や
う
に
肝
煎
専

一
候
、
其
段
不
及
申
候

と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「其
元
普
請
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
駿
府
城
の
普

請
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
井
原
元
以
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
、
駿
府
城
の

手
伝
い
普
請
の
こ
と
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
「堀

一
と
を
リ
ハ
定
面
は
や
可

相
調
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、　
一
応
の
完
成
と
み
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
毛

利
家
関
係
の
史
料
に
駿
府
城
の
築
城
工
事
の
こ
と
は
み
え
な
い
の
で
、
工
事
が
終
了

次
第
、
武
士

・
人
夫
と
も
に
順
次
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
そ
の
少
し
あ
と
の
八
月
二
十
日
、
天
守
閣
の
上
棟
式
が
行
わ
れ
て
い

ワハυ。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

お
わ
り
に

こ
れ
で
、
毛
利
家
の
駿
府
城
手
伝
い
普
請
は
終
っ
た
。
駿
府
城
の
場
合
は
、
火
災

が
あ
っ
た
た
め
三
度
の
助
役
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
前
に
は
、
江
戸
城
の
修
築
に
も
動
員
さ
れ
て
お
り
、
相
当
な
財
政
負
担
だ
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
外
様
大
名
が
幕
府
に
対
し
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
の

な
い
よ
う
、
財
政
面
か
ら
し
め
つ
け
る
施
策
の

一
環
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
将
軍
と

大
名
の
力
の
差
を
誇
示
す
る
ね
ら
い
も
あ
つ
た
。

こ
の
あ
と
も
毛
利
家
は
引
き
続
き
、
同
年
八
月
か
ら
丹
波
篠
山
城
の
築
城
に
動
員

さ
れ
、
そ
れ
が
終
る
と
、
今
度
は
慶
長
十
五
年

（
一
六

一
〇
）
二
月
か
ら
は
尾
張
名

古
屋
城
の
築
城
に
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
０
　
江
戸
時
代
の
史
料
と
し
て
は
、
「廓
山
和
尚
供
奉
記
」
と

「宝
台
院
記
」
が
あ

り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「徳
川
家
康
の
駿
府
築
城
と
城
下
町
」
（小

和
田
哲
男
著
作
集
第
七
巻

『
戦
国
城
下
町
の
研
究
』
二
〇
〇
二
年
、
清
文
堂
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

②

　

『朝
野
奮
聞
哀
藁
』
第
十
二
巻
、
六
六
六
ペ
ー
ジ
。

０
　
手
伝
い
普
請
に
関
し
て
は
、
善
積

（松
尾
）
美
恵
子
氏

「手
伝
い
普
請
に
つ

い
て
」
Ｇ
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
十
四
号
、　
一
九
六
八
年
）
が
く
わ

し
い
。
ま
た
、
自
峰
旬
氏
は
、
『
日
本
近
世
城
郭
史
の
研
究
』
貧

九
九
八
年
、

校
倉
書
房
）
の
中
で
、
同
時
代
史
料
の
表
現
で
あ
る

「公
役
普
請
」
の
語
を
使
っ

て
い
る
。

四

　

『慶
長
日
記
』
（元
浅
草
文
庫
本
）
慶
長
十
二
年
正
月
二
十
五
日
条
。

Ｄ

　

「台
徳
院
殿
御
実
紀
」
巻
五
、
慶
長
十
二
年
五
月
二
十
六
日
条
に
、
在
職
の

ま
ま
駿
府
で
没
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
『
国
史
大
系
』
三
十
八
巻

『徳
川
実
紀
』

第

一
篇
、
四
三
八
ペ
ー
ジ
。

０

　
『
当
代
記
』
巻
四
、
九
九
ペ
ー
ジ
。

０
　
同
右
書
、　
一
〇

一
～

一
〇
二
ペ
ー
ジ
。

０
　
毛
利
秀
就
は
輝
元
の
長
男
で
、
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
に
輝
元
が
隠
居
し

た
の
に
と
も
な
い
家
督
を
つ
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
手
伝
い
普
請
の
ど
き
の

藩
主
は
秀
就
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
十
三
歳
と
若
く
、
ま
た
、
病
気
が
ち
だ
っ

た
た
め
、
助
役
に
関
す
る
差
配
は
す
べ
て
隠
居
の
身
の
輝
元
が
と
り
し
き
つ
て

い
た
。

０

　

「益
田
頼
母
譜
」
譜
ま
―
二
九

（「毛
利
三
代
実
録
考
証
」
九
六
巻

『
山
口
県

史
』
資
料
編
　
近
世
１
下
）
三
〇
八
ペ
ー
ジ
。

側
　
同
右
書
、
三
〇
九
～
三

一
〇
ペ
ー
ジ
。

側
　
同
右
書
、
三

一
〇
～
三

一
一
ペ
ー
ジ
。

側
　
「佐
々
部
又
右
衛
門
譜
」
佐
々
部
啓
晴
氏
蔵
佐
々
部
家
文
書

翁
毛
利
三
代
実

録
考
証
」
九
六
巻

『
山
口
県
史
』
資
料
編
　
近
世
１
下
）
三

一
四
ペ
ー
ジ
．

側

　

「閥
閲
録
　
百
　
児
玉
惣
兵
衛
」
「
萩
藩
閥
閲
録
』
第
三
巻
）

一
八
八
ペ
ト

ジ
。

岡

　

『大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
八
　
毛
利
家
文
書
之
四
、
三
四
八
～
三
五
〇

ペ
ー
ジ
。

閲
　
同
右
書
、
三
五
〇
～
三
五
二
ペ
ー
ジ
。

０
　
注
０
書
、　
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

側

　

「志
道
什
書
」
譜
し
―
三

（「毛
利
三
代
実
録
考
証
」
九
七
巻

『
山
口
県
史
』

資
料
編
　
近
世
１
下
）
三
二
三
ペ
ー
ジ
。

側

　

『山
口
県
史
』
資
料
編
　
近
世
１
上
、　
〓

〓
ハ
ペ
ー
ジ
。

側

　
「名
古
屋
城
普
請
帳
場
割
図
」
お
よ
び

「名
古
屋
城
石
塁
丁
場
割
図
」
。
と
も

に
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
。

ｍ
　
石
垣
符
号
と
も
い
う
。

四
　
小
野
田
護

「駿
府
城
の
石
垣
の
ふ
る
里
と
刻
印
」
（小
和
田
哲
男
・小
野
田
護
・

杉
山
元
衛

・
黒
澤
脩
共
著

『家
康
と
駿
府
城
』

一
九
八
三
年
、
静
岡
新
聞
社
）
。

例

　

「志
道
什
書
」
譜
し
―
三
。
注
囮
書
、
三
三

一
ペ
ー
ジ
。

例
　
「益
田
什
書
」
譜
ま
―
二
九

∩
毛
利
三
代
実
録
考
証
」
九
七
巻

『
山
口
県
史
』

資
料
編
　
近
世
１
下
）
三
三
二
ペ
ー
ジ
。

囲
　
同
右
書
、
三
三
三
ペ
ー
ジ
。
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閉

　

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
八
　
毛
利
家
文
書
之
三
、
三
五
〇
ペ
ー
ジ
。

ω
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
注
田
の
拙
著
で
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

省
略
す
る
。

ｍ
　
注
ｍ
書
、
三
四
七
ペ
ー
ジ
。

田

　
「福
原
家
証
文
」
毛
利
家
文
庫
巨
室

一
四

「
毛
利
三
代
実
録
考
証
」
九
八
巻

『
山
口
県
史
』
資
料
編
　
近
世
１
下
）
三
五

一
ペ
ー
ジ
。

の
　
注
０
書
、
三
五
四
～
三
五
五
ペ
ー
ジ
。

①
　
同
右
書
、
三
五
二
～
三
五
四
ペ
ー
ジ
。

制
　
注
ｍ
書
、　
一
八
九
ペ
ー
ジ
。

田

　

「椙
杜
伊
織
譜
」
譜
す
卜
三
六

六
「毛
利
三
代
実
録
考
証
」
九
八
巻

『
山
口
県

史
』
資
料
編
　
近
世
１
下
）
三
七

一
ペ
ー
ジ
。
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